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振動障害に係る適正給付対策の第 10次3か年計画の策定について

振動障害に係る適正給付対策(以下「本対策」という。)については、昭

和 62年度以降9次にわたり 3か年計画を策定し、その計画的な推進を図っ

てきたところである。

これまでの実施状況等から、今後においても引き続き計画的に本対策を実

施していくことが必要であるので、振動障害者の実態及び局署の主体的能力

等を勘案し、平成 26年度を初年度とする第 10次 3か年計画を策定し、これ

に基づき本対策の着実な推進を図ることとされたい。

なお、第 10次 3か年計画については、別紙様式に関連する資料等を添付

した上で、平成 26年4月 30日(水)までに報告すること。

また、各年度終了時点において、計画の実績を検証するとともに、計画を

変更した場合はその都度報告すること。



別紙

振動障害適正給付対策第 10次3か年計画報告書

主盈旦

1 平成 25年度末における管理対象者数及び症状調査対象者数

管理対象者数 症状調査対象者数

人 人

(注1)管理対象者数及び症状調査対象者数は、平成8年 1月 25日付け基発第 35号及び平成B

年 1月 25日付け事務連絡第1号による該当者数を記入すること。

(注2)症状調査対象者数には、症状調査対象者からの除外者は含まないこと。

3 第 10次 3か年計画(平成 26年度~平成 28年度)

λ¥〈 f平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

症状調査実施予定者数 人 人 人tち同の吋 人) 人) 人)
受診している者

(注 3)症状誠査実施予定者数とは、上記1の症状調査対象者のうち、当該年度に症状調査の実

施を予定する者を記入すること。


